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   第 ５ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成29年12月８日(金曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時17分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成29年度熊本県一般会計補

正予算（第５号） 

議案第６号 平成29年度熊本県病院事業会

計補正予算（第１号） 

議案第18号 指定管理者の指定について 

議案第19号 指定管理者の指定について 

議案第42号 平成29年度熊本県一般会計補

正予算（第６号） 

議案第47号 平成29年度熊本県病院事業会

計補正予算（第２号） 

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①第７次熊本県保健医療計画の策定につ

いて 

②第４次熊本県健康増進計画（ヘルス

プラン）等の策定について 

③第３期熊本県における医療費の見通

しに関する計画の策定について 

④熊本県国民健康保険運営方針の策定

について 

⑤第７期熊本県高齢者福祉計画・介護

保険事業支援計画の策定について 

⑥第５期熊本県障がい者計画等の策定

について 

⑦第２期熊本県自殺対策推進計画の策

定について 

⑧第３次熊本県動物愛護推進計画の策

定について 

⑨児童・思春期専用病床の開設につい

て 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 髙 島 和 男 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 古 閑 陽 一 

政策審議監 渡 辺 克 淑 

医 監 迫 田 芳 生 

長寿社会局長 福 田   充 

子ども・障がい福祉局長 柳 田 紀代子 

健康局長 田 原 牧 人 

首席審議員兼 

健康福祉政策課長 野 尾 晴一朗 

健康危機管理課長 厚 地 昭 仁 

高齢者支援課長 谷 口   誠 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 下 山   薫 

社会福祉課長 島 川 圭 二 

子ども未来課長 吉 田 雄 治 

首席審議員兼 

子ども家庭福祉課長 冨 永 章 子 

障がい者支援課長 奥 山 晃 正 

首席審議員兼 

医療政策課長 松 岡 正 之 

国保・高齢者医療課長 早 田 章 子 

健康づくり推進課長 岡 﨑 光 治 
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薬務衛生課長 大 川 正 晃 

病院局 

病院事業管理者 永 井 正 幸 

総務経営課長 緒 方 克 治 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 若 杉 美 穂 

政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○田代国広委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第５回厚生常任委

員会を開会いたします。 

 本委員会に付託された議案を議題とし、こ

れについて審査を行います。 

 まず、議案について執行部の説明を求めた

後に、一括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 初めに、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて付託議案について担当課長から順

次説明をお願いします。 

 初めに、古閑健康福祉部長。 

 

○古閑健康福祉部長 本日はよろしくお願い

を申し上げます。 

 議案の説明に先立ちまして、健康福祉部に

おける熊本地震からの復旧、復興に向けた取

り組みにつきまして御説明を申し上げます。 

 昨年４月の熊本地震発災以降、健康福祉部

では、被災された方々の一日も早い生活再建

と本県の医療・福祉体制の復旧と復興に向

け、引き続き全力で取り組んでおります。 

 特に、被災された方々の生活の拠点となる

住まいの再建につきましては、９月定例会で

予算化いただきました４つの支援策につきま

して、テレビや新聞などのあらゆる媒体を通

じて周知を図っているところでございます。

既に多くの市町村では受け付けが開始されて

おります。 

 引き続き、市町村や地域支え合いセンター

とも連携しながら、被災された方々にわかり

やすくお知らせするなど、取り組みを加速化

してまいります。 

 続きまして、本議会に提出しております健

康福祉部関係の議案等の概要につきまして御

説明を申し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係２議

案、条例等関係２議案でございます。 

 まず、議案第１号及び第42号、平成29年度

熊本県一般会計補正予算につきましては、総

額１億300万円余の増額となる補正予算をお

願いしております。 

 第１号議案では、結核患者への医療費の助

成に係る増額を、また、第42号議案では、人

事委員会勧告に基づく給与改定に伴う職員給

与の増額をお願いするものであります。 

 これらによりまして、特別会計を含めた健

康福祉部の平成29年度の予算総額は1,716億

5,600万円余となります。 

 次に、条例等関係につきましては、議案第

18号及び第19号、指定管理者の指定について

御提案をしております。 

 そのほか、その他報告事項として、第７次

熊本県保健医療計画ほか11の計画等の策定に

ついて御報告をさせていただくこととしてお

ります。 

 以上が今回提出しております議案の概要で

ございます。詳細につきましては、関係課長

が御説明申し上げますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

○田代国広委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○厚地健康危機管理課長 それでは、説明資

料の２ページをお願いいたします。 

 補正予算の通常分でございます。 

 結核対策費で1,640万円の増額補正をお願

いしております。 
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 説明欄をお願いいたします。 

 結核医療費の結核患者医療費につきまして

は、感染症法に基づき、国及び県が負担し、

医療を提供することにより、結核の蔓延防止

を図るものでございますけれども、今年度に

つきましては、想定した予算を上回っている

ことから、今回増額補正をお願いするもので

ございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料の３ページをお願いします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 健康福祉部におきましては、まず、民生費

のうち、社会福祉費について、老人福祉施設

整備等事業や介護基盤緊急整備等事業などで

７億1,020万、児童福祉費について、放課後

児童クラブ施設整備事業で1,800万、次に、

衛生費のうち、環境衛生費について、管理・

運営費、これにつきましては、食肉衛生検査

所の建てかえに係る設計費で1,168万4,000円

の繰り越しをお願いしております。 

 次に、４ページをお願いします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 まず、保健・医療・福祉関係業務につきま

しては、新年度当初から業務を開始する必要

がある生活困窮者自立支援プラン推進事業、

生活困窮者総合相談支援事業ほか３事業につ

いて、計２億8,358万円余の債務負担行為の

設定をお願いするものでございます。 

 次に、総合福祉センター管理運営業務につ

きましては、熊本市の南千反畑町にあります

県の総合福祉センターの指定管理者の指定期

間満了に伴い、平成30年度から32年度までの

指定管理者の指定に合わせて、３カ年分の指

定管理に係る委託料１億3,476万円余につい

て債務負担行為の設定をお願いするものでご

ざいます。 

 なお、指定管理者の指定に係る議案につい

ては、後ほど御説明差し上げたいと思いま

す。 

 次に、保健環境科学研究所空調設備改修事

業でございます。 

 宇土市にあります保健環境科学研究所の空

調設備の改修工事について、新年度当初に着

工する必要があるため、１億9,000万の債務

負担行為の設定をお願いするものでございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 ５ページをお願

いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 熊本市長嶺に設置しております不登校、ひ

きこもりなど社会的自立が困難な子供、若者

に対する総合相談窓口でございます子ども・

若者総合相談センター運営業務につきまし

て、27年度に設置したこの相談センターの事

業委託期間の満了に伴いまして、平成30年度

から32年度までの３カ年分の事業委託に係る

委託料6,093万円余について、債務負担行為

の設定をお願いするものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございますが、八代

にございます南部発達障がい者支援センター

の委託料と長嶺にございます身体障害者福祉

センターの指定管理料について、いずれも来

年度から５年間が次の事業期間となっており

ますので、平成30年度から34年度までの５年

間の債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。５年間で、南部発達障がい者支

援センターが１億3,400万円余、身体障害者

福祉センターが２億4,000万円余の限度額の

設定をお願いしております。 
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 障がい者支援課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 資料の９ページをお願いいたします。 

 これにつきましては、12月３日に追加提案

いたしました本年10月の人事委員会勧告を踏

まえた職員給与の改定に伴う補正予算でござ

います。 

 関係条例の改正案につきましては、総務常

任委員会において御審議いただいているとこ

ろです。説明資料の21ページまでが健康福祉

部各課の内訳でございますが、給与改定分の

補正は各課共通でございますので、各課から

の説明は省略させていただきます。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

 続きまして、資料23ページをお願いしま

す。 

 議案第18号、指定管理者の指定についてで

ございます。 

 次の24ページで御説明差し上げます。 

 県総合福祉センターの指定管理候補者につ

きましては、１の選定の経緯にありますよう

に、本年９月５日から10月６日にかけて公募

を行い、10月20日に外部有識者による選考委

員会を開催し、申請者の事業計画の審査を行

いました。 

 ２の審査結果でございます。 

 申請者は、現在指定管理者である社会福祉

法人熊本県身体障害者福祉団体連合会と株式

会社三勢の２者で構成するグループのみでし

た。 

 選考委員会におきましては、４の選定理由

にありますように、インターネットを活用す

ることで施設の利用拡大を図る点、直営で各

種事業を実施することで経費節減を図る点、

また、これまでの経験から、安定的な管理運

営を行う能力を有しているなど高く評価され

たことから、指定管理候補者として適当であ

るという御意見をいただきました。これを踏

まえ、熊本県身体障害者福祉団体連合会・三

勢グループを指定管理候補者として選定した

ところでございます。指定期間については、

平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

の３カ年としております。 

 指定管理者の指定に当たっては、地方自治

法第244条の２第６項の規定により、議会の

議決を経ることとされておりますので、提案

させていただくものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いしたい

と思います。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 続きまして、資料の27ページをお願いいた

します。 

 指定管理者の指定について提出させていた

だいておりますので、説明のほうは28ページ

でしたいと思っております。 

 28ページをごらんください。 

 熊本県身体障害者福祉センター指定管理候

補者の選定について御説明いたします。 

 １の選定の経緯ですが、本年９月５日から

10月６日にかけて公募を行い、10月20日に外

部の有識者による指定管理候補者選考委員会

を開催し、申請者の事業計画の審査を行いま

した。 

 ２の表の申請状況にありますとおり、現在

の指定管理者である社会福祉法人熊本県社会

福祉事業団１団体のみから申請がありまし

た。選考委員会で当該施設の目的に沿った事

業計画の内容になっているかを審査していた

だき、当該団体が候補者として適当との意見

が付されております。 

 これを受けまして、３にありますとおり、

社会福祉法人熊本県社会福祉事業団を指定管

理者候補として選定しております。 

 選定理由については、４にありますとお

り、当該団体の提案内容が、施設の設置目的
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と合致しており、これまでの実績等も踏ま

え、実現可能な内容と認められること、ま

た、同候補者が同じ建物内で設置、運営して

いる施設がございますので、これと一体的に

管理することで効率化や経費節減が見込まれ

ることなど、委員会においても高い評価が得

られたことを踏まえたものでございます。 

 なお、指定期間は、平成30年度から34年度

までの５年間としております。 

 障がい者支援課の説明は以上でございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 次に、病院事業管理者か

ら総括説明を行い、続いて担当課長から資料

に従い説明をお願いします。 

 初めに、永井病院事業管理者。 

 

○永井病院事業管理者 病院局でございま

す。 

 本議会に提案しております議案の概要説明

に先立ちまして、まず、病院局職員の処分に

ついて御報告を申し上げます。 

 県立こころの医療センターに勤務する看護

職員が、当センターの患者に対して、院外で

わいせつな行為を行ったため、去る11月２日

付で当該職員を免職処分にいたしました。 

 このことは、当センターに対する県民の信

頼を大きく損なうものであり、心からおわび

を申し上げます。 

 現在、再発防止と信頼回復に向けて、職員

一丸となって誠心誠意取り組んでいるところ

でございます。 

 次に、最近の県立こころの医療センターの

運営状況について御報告を申し上げます。 

 まず、患者数の動向でございますが、今年

度の入院患者延べ数は、10月末現在で3,451

人であり、熊本地震の影響で増加しました昨

年度より676人減尐いたしております。ま

た、外来患者延べ数につきましては、10月末

現在で2,329人であり、昨年度より100人増加

しております。 

 また、当センターの政策医療として位置づ

けております児童・思春期医療への取り組み

につきましては、専用病床の平成29年度内の

開設を目指し、医療スタッフの実地研修等を

実施するとともに、病棟改修等の工事を進め

ているところでございます。 

 詳細につきましては、後ほど報告の中で説

明をさせていただきます。 

 今後とも効率的な病院経営に努めるととも

に、精神科医療におけますセーフティーネッ

ト機能と政策医療への取り組みという県立病

院としての役割を果たせるよう、しっかりと

取り組んでまいります。 

 それでは、今回提出しております議案第６

号、平成29年度熊本県病院事業会計補正予算

(第１号)について御説明をいたします。 

 これは、平成30年４月１日から継続して実

施する必要のある庁舎等の管理業務につきま

して債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。 

 次に、議案第47号、平成29年度熊本県病院

事業会計補正予算(第２号)は、人事委員会勧

告に基づく給与改定に伴います職員給与の増

額をお願いするものでございます。 

 詳細につきましては、総務経営課長から説

明をさせますので、御審議をよろしくお願い

いたします。 

 

○田代国広委員長 引き続き担当課長から説

明をお願いします。 

 

○緒方総務経営課長 病院局総務経営課であ

ります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定についてであります。 

 こころの医療センターの業務のうち、庁舎

管理及び医事業務の業務委託につきまして

は、平成30年４月１日から業務を行うため、
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今年度中に契約事務を行う必要があります。

このため、表一番右側、限度額欄のとおり、

それぞれ4,015万円余、2,429万円余の債務負

担行為を設定するものであります。 

 続きまして、22ページをお願いします。 

 職員給与費の補正についてであります。 

 人事委員会勧告に基づく給与改定を平成29

年４月１日にさかのぼって実施するため、表

一番右側、説明欄のとおり、給与費につきま

して1,120万円余の増額をお願いするもので

あります。 

 なお、給与関係条例の改正につきまして

は、総務常任委員会で御審議いただくことに

なっております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案について質疑を受けた

いと思います。 

 質疑ありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 健康危機管理課の結核の件

でちょっとお尋ねをいたしたいと思います。 

 予算の中で想定を上回ってもっとかかるの

でという話がありましたけれども、現在、結

核の患者さんの推移ですね、ふえているよう

な状況があるのかどうか、まず１点。 

 

○厚地健康危機管理課長 本県におきます結

核の患者につきましては、およそ300人弱と

いうことで推移しておりますが、今回補正予

算を要求させていただいております法37条、

これは、知事が医療を提供するというような

ちょっと重症の患者でございますけれども、

こちらにつきましては、今年度、数がふえて

おるということから、今回要求ということに

至ったものでございます。 

 

○藤川隆夫委員 今の話で、重症化されてい

る方がふえているという、すなわち、これは

入院の必要がある方だろうというふうに思う

んですけれども、その中で、市民病院並びに

八代市民病院ともに結核病床を閉鎖している

と思いますけれども、かわりに熊本南だとか

江南病院とかあると思いますけれども、現状

で、これから先ふえる見込みがあるのであれ

ば、今閉じている病床を開かなきゃいけない

し、どこかでふやすようなこともしなきゃい

けないと思うんですけれども、その付近はど

のように考えられていますか。 

 

○厚地健康危機管理課長 増減の見込みとし

まして、今年度はふえておるということでご

ざいますけれども、それが今後ふえていくと

いうような見込みは立っておりません。これ

は毎年増減があっておる中の範囲内というこ

とでございまして、ちなみに、本日午後から

結核医療につきましての協議会がございます

けれども、その中で、病床につきましては、

また検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 

○藤川隆夫委員 ということは、その検討委

員会を見た上で、今閉鎖されている病床をど

うするかというのを検討するという考えにな

るんですよね。 

 

○厚地健康危機管理課長 はい、そうなりま

す。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 済みません、ちょっと指定管

理者の案件がありましたけれども、お尋ねで

すけれども、これは３年と５年と期間が違う

のはなぜなんですか。 

 

○野尾健康福祉政策課長 指定期間につきま
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しては、20年８月に県で運用指針をつくって

おります、指定管理導入時に。その中で、ま

ず、指定管理期間については、中長期的な視

点に立ったサービスの改善、人材の確保を図

るため、基本５年としております。その中

で、定型的な業務がほとんどという分につい

ては３年、専門的な業務は、先ほど言いまし

たように原則５年というふうになっておりま

す。ですから、総合福祉センターの場合に

は、いわゆる会議室の貸し出しが主な業務に

なっておりますので、いわゆる定型的な業務

に該当しますので、３年というふうな期間で

設定させていただいております。 

 

○鎌田聡委員 意味はわかりましたけれど

も、３年で、受ける側が、それで仕事が──

まあ働いている人もちょっと不安定な部分が

ありますから、できれば、定型であったとし

ても５年間というのが望ましいかなと思いま

すけれども、そういう決まり事があるんだっ

たら、そういうことで運用ということになっ

てくるだろうと思いますので、そういったふ

うな考え方に基づいてやっているということ

で間違いないですね。 

 

○野尾健康福祉政策課長 はい。 

 

○鎌田聡委員 了解しました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 ６ページの債務負担行為の

９番の身体障害者福祉センター管理運営業務

は、障がい者支援課の課長が説明された28ペ

ージのこの指定管理者の選定とリンクしてい

るわけですよね。というふうに理解していい

んですよね。 

 

○奥山障がい者支援課長 そのとおりでござ

います。 

 

○溝口幸治委員 ということは、この８番の

南部発達障がい者支援センターの運営業務

は、これもう既に委託が終わっているのか、

それともこれから選定をするのか。 

 

○奥山障がい者支援課長 南部発達障がい者

支援センターの業務は、これから30年度以降

の事業者の委託の選定手続に入るところでご

ざいます。 

 

○溝口幸治委員 それは、時期は大体いつぐ

らいに決まるんですか。 

 

○奥山障がい者支援課長 委託の手続につい

ては、３月中までに決めるということになり

ます。 

 

○溝口幸治委員 ということは、２月議会の

議案で上がってくるというふうに理解してい

いですかね。 

 

○奥山障がい者支援課長 ２月議会において

は、南部発達障がい者支援センターの予算と

いうことで上げさせていただきます。それを

受けて委託業者ということに。 

 

○溝口幸治委員 これ、多分スタートして初

めての更新ですよね。一番初め導入するとき

も、待望久しかったというか、皆さん、ぜひ

県南地域にということで置かれたと思うんで

すけれども、そのあたりの５年間の検証と

か、いろいろな情報収集とかというのが必要

だと思いますので、ここの直接議案には関係

ありませんが、ぜひしっかりやっていただい

て、ちょうど新しく導入するときに別の事業

者さんが県南カバーされてて、そこがかわる

ことによっての不安感というのが一時どんと

広がったんですよね。けど、やり始めると、

事業者さん頑張って信頼回復されてうまくい
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ったんですが、その事業者さんがかわるのか

どうかも含めてしっかり検証して、次につな

がるように準備をしていただきたいというふ

うに思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第６号、第18号、第

19号、第42号及び第47号について、一括して

採決したいと思いますが、御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外５件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外５件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が９件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 厚生常任委員会報告事項の第１ページをお

開きください。 

 これは、今年度に改定作業を行う健康福祉

部の計画の関係図です。 

 保健医療、高齢者福祉、障害福祉などの健

康福祉部に関するさまざまな計画が一斉に改

定を迎えます。現在、策定作業を進めてお

り、本日、厚生常任委員会にて進捗状況等を

報告させていただくものです。 

 本日は、時間の都合上、その概要について

御説明申し上げます。 

 なお、計画ごとに進捗が異なります。各計

画の正式なものにつきましては、パブリック

コメントの前など最終案が固まったころに、

担当課から個別に委員の皆様に配付させてい

ただきたいと思っております。 

 それでは、２ページをお開きください。 

 この後御説明させていただく各計画につい

て、根拠法令や概要などを一覧で掲載してお

ります。 

 資料の右側の計画期間をお願いいたしま

す。 

 国の社会保障制度改革の動きを踏まえて、

保健医療の関係計画は、これまで５年だった

ものが、次期計画から６年に見直されており

ます。この改正により、今後、高齢福祉介

護、障害福祉の改定や中間見直しとタイミン

グが合うこととなり、次回は、35年に一斉に

改正を迎えることになります。 

 引き続き個別の計画について説明させてい

ただきます。 

 それでは、第７次熊本県保健医療計画で説

明差し上げます。 

 当計画につきましては、12月５日の藤川委

員の一般質問でお答えしたところでございま

す。 

 本日は、その概要について説明差し上げま

す。 

 ３ページをお願いします。 

 まずは、１、計画策定の趣旨、経緯につい

て説明いたします。 

 保健医療計画は、本県の保健医療分野を総
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括する基本的な計画として、熊本県復旧・復

興４カ年戦略と一体的に推進するものです。

また、医療法の医療計画として、本県の医療

提供体制の整備の方向性なども示しており、

本年３月に策定いたしました熊本県地域医療

構想を推進する計画でもあります。 

 現行の第６次の計画期間が今年度末となっ

ておりますため、現在、第７次計画を策定し

ています。 

 なお、当計画の策定においては、厚生労働

省から、作成指針、ガイドラインが示され、

また、医療、保健、介護等の外部有識者で構

成いたします熊本県保健医療推進協議会で御

審議いただきながら、策定を進めておりま

す。 

 次に、２、計画期間、二次保健医療圏でご

ざいますが、計画期間は、平成30年から35年

度までの６年間です。第７次計画では、地域

医療構想の構想区域と合わせ、二次保健医療

圏について、熊本圏域、上益城圏域を統合

し、10圏域としております。 

 ３、計画策定の基本的な考え方です。 

 計画策定の基本的な考え方につきまして

は、基本目標として「安全安心な暮らしに向

けた、一人ひとりの健康づくりと地域におけ

る保健医療の提供」を掲げており、健康寿命

の延伸など、生涯現役に向けた健康づくり

と、地域包括ケア、地域医療構想を念頭に、

地域の医療資源を効率的に活用しながら、地

域における保健医療の提供に力を入れていく

こととしております。 

 次に、４、重点的に取り組む事項でござい

ます。 

 まず、丸の１つ目、県民の健康づくりの推

進につきましては、県民総ぐるみで健康づく

りに取り組むこととしており、特に、働く世

代の健康づくりに取り組む企業と連携し、く

まもとスマートライフプロジェクトにより、

企業等の健康経営を推進します。また、生活

習慣と関係が深い糖尿病については、発症予

防と重症化予防に重点的に取り組むこととし

ております。 

 次に、丸の２つ目、地域における保健医療

の提供については、医療と介護の患者や利用

者の情報をつなぐくまもとメディカルネット

ワークをしっかりと推進していくとともに、

あわせて、在宅医療について、推進拠点の整

備なども含めて、さらなる充実に取り組んで

いくこととしております。また、地域医療を

支える上で欠かすことのできない医師の確保

についても、県全体で地域を支える仕組みを

構築していくこととしております。 

 丸の３つ目、熊本地震への対応といたしま

しては、地域の災害医療体制の強化や周産期

医療提供体制について、被災前の水準への回

復とさらなる充実に取り組んでいくこととし

ております。 

 最後に、スケジュールでございます。 

 今月26日の保健医療推進協議会における審

議を踏まえまして、１月下旪ごろからパブリ

ックコメントの手続に入ります。その後、２

月議会の厚生常任委員会への報告と医療審議

会の答申を経て、３月末に策定したいと思い

ます。 

 ５ページには、詳しいＡ３判の資料を添付

しておりますが、本日は、時間の都合上、割

愛させていただきます。 

 健康福祉政策課からの説明は以上でござい

ます。 

 

○岡﨑健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 報告事項の７ページをお願いいたします。 

 健康づくり推進課では、現在４本の計画を

策定中です。それぞれの概要案を資料として

掲載させていただいております。 

 本日は、その中心となります熊本県健康増

進計画、通称ヘルスプランについて説明させ

ていただきます。 

 まず、計画策定の趣旨、経緯ですが、この
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計画は、健康増進法に基づく法定計画で、各

都道府県が策定することとなっております。

健康寿命の延伸と生活の質の向上を目標に、

本県の健康づくり施策を計画的に推進するた

めに策定するものです。 

 計画期間は、35年度までの６年間です。 

 ３の計画策定の基本的な考え方ですが、基

本目標を「県民が生涯を通じて健康で、安心

して暮らし続けることができる熊本」として

おります。 

 施策の柱、重点施策といたしまして、ここ

に記載しております５項目に取り組むことと

しております。 

 その中で、４の重点的に取り組む事項です

が、１点目は、糖尿病やがんなど、生活習慣

病の発症予防です。特に、予備軍が多い糖尿

病に着目いたしまして「ストップ！糖尿病

！」を目指して、新たに県民運動を展開した

いと考えております。また、働く世代をター

ゲットといたしまして、健康経営の推進に力

を入れてまいります。歯科につきましては、

熊本市も含め、小中学校フッ化物洗口100％

に向けての取り組み強化などを盛り込んでお

ります。 

 ２点目が、早期発見、早期治療による重症

化予防です。 

 医療保険者、市町村とともに、特定健診、

いわゆるメタボ健診や特定保健指導の実施率

向上に取り組むこと、また、糖尿病の重症化

予防に向け、熊本型の糖尿病保健医療連携体

制を強化すること、企業の健康経営を進める

中でのがん検診受診率向上等に取り組むこと

を盛り込んでおります。これらの対策を計画

期間６年間の中で重点化して取り組むことと

しております。 

 また、ヘルスプランとあわせまして、第３

次の熊本県健康食生活・食育推進計画、同じ

く、第３次のがん対策推進計画、第４次の歯

科保健医療計画についても、本年度末までに

策定予定としております。概要をそれぞれ掲

載しておりますので、後ほどごらんいただき

たいと思います。 

 最後に、今後のスケジュールですが、ヘル

スプランは、議会の議決事項となっておりま

す。このため、12月のパブリックコメント、

１月末のヘルスプランの専門家委員会での協

議を経まして、最終案につきまして、来年２

月の厚生常任委員会で議案として御審議いた

だいた上で、３月末に計画策定の予定として

おります。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 資料17ページをごらんください。 

 第３期熊本県における医療費の見通しに関

する計画について御報告させていただきま

す。 

 １、計画策定の趣旨、経緯でございます。 

 住民の生活の質の維持及び向上を確保しつ

つ、将来的な医療費が過度に増大しないよう

対策を講じるとともに、良質かつ適切な医療

を効率的に提供する体制を確保するために策

定するものでございます。 

 ２、計画期間は、平成30年度から35年度ま

での６年間でございます。 

 ３、計画策定の基本的な考え方でございま

す。 

 ２つ目の丸記載のとおり、計画最終年度で

ある平成35年度における医療費の見通しは、

適正化前、つまり計画に定める取り組みを実

施しない場合は、年間7,939億円ですが、適

正化後、つまり計画に定める取り組みを実施

した場合は、年間7,853億円となり、その差

が適正化効果額として85億円となっておりま

す。この医療費の推計値や適正化効果額につ

いては、国が示した全国統一の計算式に従っ

て算出したものでございます。 

 ４、重点的に取り組む事項でございます。 

 住民の健康の保持の推進及び医療の効率的
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な提供の推進として、記載のとおり取り組む

こととしております。 

 今後のスケジュールでございますが、12月

中旪からパブリックコメントを行い、来年２

月の検討委員会での審議を経て、３月末策定

予定でございます。 

 19ページに概要をつけておりますが、本日

は、時間の都合で説明を省略させていただき

ます。 

 続きまして、資料21ページをごらんくださ

い。 

 熊本県国民健康保険運営方針の策定につい

てでございます。 

 １、方針策定の趣旨、経緯でございます。 

 平成30年度から、県は、国民健康保険の財

政運営の責任主体として運営の中心的な役割

を担い、市町村は、保険給付、保険料(税)率

の決定、保健事業など、地域におけるきめ細

やかな事業を引き続き実施することとされて

おり、県と市町村が国保を共同運営するため

の統一的な方針を策定するものでございま

す。 

 ２、対象期間は、平成30年度から32年度ま

ででございまして、３年ごとに検証、見直し

を行います。 

 ３、基本的な考え方として、県と市町村が

一体となって、国保の事業運営を共通認識の

もとで実施するとともに、市町村の事務の広

域化や効率化を推進することとしておりまし

て、法に定められております次の必須記載項

目、任意記載項目、合わせて８項目を記載し

ております。 

 ４、重点事項としまして、市町村における

保険料(税)の標準的な算定方法を定めており

まして、市町村ごとに所得水準や医療費水準

を反映し、納付金の仕組みの導入等に伴う保

険料水準の急激な上昇を抑えるため、激変緩

和措置を実施することとしております。 

 そのほか、医療費の適正化や保険料収納率

向上などに取り組むこととしております。 

 今後のスケジュールでございますが、12月

下旪に国保運営協議会から答申をいただき、

３月末に策定予定でございます。 

 23ページに概要をつけておりますが、本日

は、時間の都合で説明を省略させていただき

ます。 

 以上、国保・高齢者医療課からの御報告で

ございました。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 資料の25ページをお願いいたします。 

 第７期熊本県高齢者福祉計画・介護保険事

業支援計画の策定について御報告を申し上げ

ます。 

 本計画につきましては、現在、外部有識者

を入れた審議会におきまして、御意見をいた

だきながら、策定作業を進めているところで

ございます。 

 まず、１番の計画策定の趣旨、経緯でござ

いますが、本計画につきましては、高齢者福

祉・介護保険事業分野の基本的な計画とし

て、老人福祉法、介護保険法に基づきまし

て、一体的に作成をしているものでございま

す。 

 現在の第６期計画の終期が平成29年度末ま

ででありますので、次期計画は第７期計画と

いうことになります。 

 ２番目の計画期間、高齢者福祉圏域でござ

いますが、次期計画につきましては、平成30

年度から32年度までの３年間でございます。

また、二次保健医療圏域と合わせまして、現

在11圏域になっております高齢者福祉圏域に

つきましては、熊本圏域と上益城圏域を統合

して、10圏域と設定をさせていただきます。 

 ３番目の計画策定の基本的な考え方でござ

いますが、計画の目指す姿を「高齢者が健や

かに暮らし、いきいきと活躍できる“長寿で

輝く”くまもと」とし、重点目標と５つの重

点分野を掲げて計画を推進をさせていただき
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ます。 

 四角囲みの中の重点目標でございますが、

生涯現役社会の実現や地域包括ケアシステム

の構築の加速化に向け、高齢者の就労促進、

自立支援、医療と介護の連携等を推進すると

しております。 

 また、重点分野につきましては、５項目掲

げておりまして、生涯現役社会の実現と熊本

型自立支援ケアマネジメントの推進、認知症

になっても安心して暮らせる体制の構築、医

療と介護の連携・在宅医療基盤の充実、多様

な住まい・サービス基盤の整備・活用、多様

な介護人材の確保・定着や介護サービスの質

の確保・向上、以上の５つの分野を設定をし

ております。 

 右のほうには、参考までに第６期計画の重

点目標と重点分野を掲載をさせていただいて

おります。 

 ４番目の重点的に取り組む事項でございま

すが、５点掲載をさせていただいておりま

す。 

 まず、１点目の高齢者のいきがい就労の促

進につきましては、高齢者の希望、能力に合

った就労を推進するため、事業者団体や就労

のマッチング機関等と現在熊本県生涯現役促

進地域連携協議会を設置しておりますが、当

協議会と連携をし、雇用者、高齢者に対する

意識啓発のセミナーや高齢者へのスキルアッ

プ支援などの事業に取り組んでいきたいと考

えております。 

 ２点目の地域リハビリテーション体制を生

かした自立支援につきましては、県内18の地

域リハビリテーション広域センターと約100

カ所の医療機関・施設による地域密着リハセ

ンターが支える本県独自の体制の強みを生か

して、市町村の介護予防活動を初め、自立支

援に向けた取り組みをバックアップしていき

たいと考えております。 

 ３点目の３層構造の認知症医療・介護体制

の充実強化につきましては、かかりつけ医、

介護サービス事業所を含めた３層構造による

体制の充実強化を図っていきます。また、地

域支援体制として、認知症サポーターが実際

の地域活動に参画する仕組みをつくってまい

りたいと考えております。 

 ４点目の在宅医療の推進でございますが、

居宅や施設等、いわゆる医療機関以外で行わ

れます在宅医療につきましては、地域の実情

に合った形で進めるための拠点的な機能を整

備をしていきたいと考えております。また、

多職種の連携を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 ５点目の多様な介護人材の確保・定着促進

でございますが、これにつきましては、介護

職員の処遇改善への支援、また、介護現場の

職場環境の改善、学生への修学資金の貸し付

けによる資格取得支援など、国の施策とも連

携をしながら取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

 今後のスケジュールでございますが、12月

末からパブリックコメントを行いまして、２

月の厚生常任委員会のほうで最終案の報告を

させていただき、３月に計画を策定する予定

でございます。 

 27ページに計画案の概要を掲載をしており

ますが、こちらにつきましては、後ほどごら

んをいただきたいと思います。 

 高齢者支援課の説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○奥山障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 資料の29ページをお願いいたします。 

 第５期熊本県障がい者計画及び第５期熊本

県障がい福祉計画、第１期熊本県障がい児福

祉計画の策定について御報告いたします。 

 計画策定の趣旨、経緯といたしましては、

障がい者計画は、県の障害者施策の基本的な

計画であり、今年度が計画の中間年度に当た

ることから見直しを行うものでございます。
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また、障がい福祉計画は、障害福祉サービス

等の体制の確保を計画的に行うための３年間

の計画ですが、今回第４期計画の終了に伴い

策定するとともに、新たに児童福祉法の改正

で障害児の福祉計画が必要となりましたの

で、これを含む形で策定を進めております。 

 計画の基本的な考え方についてですが、障

がい者計画については、中間見直しであるた

め、基本理念や基本的な考え方は変更ござい

ません。障がい福祉計画では、基本理念とし

て、(4)の地域共生社会の実現に向けた取り

組み、(5)の障がい児の健やかな育成のため

の発達支援を追加しております。 

 また、重点的に取り組む事項としては、障

がい者計画においては、熊本地震を踏まえた

「安心・安全施策」の充実や相模原事件等を

踏まえた「差別の解消及び権利擁護の推進」

等を追加で記載しております。また、障がい

福祉計画においては、地域移行のさらなる推

進や、障害児に対するものとして、発達障害

児や重症心身障害児、医療的ケアが必要な障

害児に対する支援強化等を目指しておりま

す。 

 今後のスケジュールとしては、１月からパ

ブリックコメントを実施し、各審議会による

最終審議を行った上で、当委員会に御報告、

策定を考えております。 

 31、33ページに概要がございますが、詳細

の説明は省略させていただきます。 

 次に、35ページをお願いいたします。 

 第２期熊本県自殺対策推進計画について御

報告します。 

 計画策定の趣旨、経緯につきましては、自

殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に基づ

き、計画的かつ効果的に自殺対策を実施する

ために策定するもので、平成34年度までの６

年間の計画となっております。 

 計画策定の基本的な考え方としましては、

本県の自殺者数が、平成28年度に321人と減

尐傾向にありますが、憂慮すべき事態はいま

だ続いていることから、基本理念として、誰

もが自殺に追い込まれることのない「支え合

う熊本」の実現を目指すとしております。ま

た、基本的な考え方として、特に(6)にあり

ますとおり、熊本地震の被災者に寄り添った

心のケアを推進するということで策定してお

ります。 

 重点的に取り組む事項としましては、熊本

地震を起因とする自殺の防止やゲートキーパ

ー等の人材育成の強化、子供、若者の自殺対

策の推進、今回から新たに計画策定義務を負

うこととなります市町村への支援、連携の強

化を目指しております。 

 今後のスケジュールとしては、12月中にパ

ブリックコメントを実施した上で、各協議会

委員に報告し、２月から３月に当委員会に御

報告、策定を考えております。 

 こちらも37ページに詳細がございますが、

説明のほうは省略させていただきます。 

 障がい者支援課からは以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○厚地健康危機管理課長 それでは、資料39

ページをごらんください。 

 第３次熊本県動物愛護推進計画の策定につ

きまして御説明させていただきます。 

 本計画は、動物の愛護及び管理に関する法

律に基づきまして、各都道府県が動物愛護施

策などを推進するための計画でございまし

て、今般の動物愛護の機運の高まりや熊本地

震で命の大切さを真に学んだことによりまし

て、平成30年度に実施予定でございました第

２次計画の中間見直しを前倒しして、新たに

第３次計画を策定するものでございます。 

 ただ、この計画は、殺処分ゼロを目指す取

り組みの方向性を示すものでございまして、

また、本県の愛護に対する施策を拡充すると

いう姿勢を示すために、これまで動物愛護・

管理推進計画としておりましたものを、第３

次計画から「管理」を削除し、熊本県動物愛
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護推進計画としてございます。 

 ２の計画期間でございますが、平成30年度

から平成39年度までの10年間でございます。 

 ３の計画策定の基本的な考え方につきまし

ては、計画の基本目標を「県民と協働で「命

を大切にし、やさしさあふれる人と動物が共

生するくまもと」を実現する」としておりま

す。 

 その上で、目標の実現に向けて、前計画の

課題に対する取り組みを検証し、現在の課題

に対応するため、こちらの施策の柱の６本を

書いてございますけれども、飼い主における

終生飼養・適正飼養の推進、２番の動物愛護

精神の涵養、３番、保護動物の返還・譲渡の

推進、４番、保護動物の適正管理の徹底、５

番、動物取扱業者等による動物の適正な取扱

いの推進、６番、災害などの危機への的確な

対応、この６つの施策展開の方向に整理し直

しております。 

 ４番の重点的に取り組む事項の例でござい

ますけれども、６つの方向性に対する施策の

具体的な取り組みとして、その中でも特に重

点的に取り組む事項の例を記載してございま

す。 

 まず、１つ目の丸でございますけれども、

犬猫の終生飼養・適正飼養の徹底では、県の

広報媒体等、あらゆる媒体を活用した啓発

や、迷子になった場合でも、犬、猫を保護し

た方が飼い主をすぐにわかるための迷子札や

マイクロチップ等の装着の啓発を書かせてい

ただいてございます。 

 ２番目の丸でございますが、保護動物の返

還・譲渡の推進でございますけれども、個人

や愛護団体等が保護している動物の情報を県

のホームページに掲載できるようにすること

でありますとか、休日譲渡会あるいは合同譲

渡会の開催、登録譲り受け団体を通じた譲渡

の推進などからになっております。 

 ３つ目の丸でございますが、保護動物の適

正管理の徹底でございますが、保護動物のし

つけや運動の実施、あるいは県動物愛護セン

ターのあり方検討を実施する予定でございま

す。 

 なお、今後のスケジュールとしましては、

本計画素案につきまして、12月中旪からパブ

リックコメントを実施し、寄せられた御意見

を反映させた後、来年の２月議会の厚生常任

委員会で御報告するとともに、学識経験者や

獣医師会、動物愛護団体等で構成する県動物

愛護推進協議会でも御報告いたしまして、３

月中に策定したいというふうに考えてござい

ます。 

 41ページの資料は、後ほどごらんいただけ

ればと思います。 

 以上でございます。 

 

○緒方総務経営課長 報告資料最後のペー

ジ、43ページになります。43ページをお願い

いたします。 

 児童・思春期専用病床の開設についてであ

ります。 

 子供の心を取り巻く問題が深刻化する中

で、県内の専門医療機関や専門医の不足が課

題とされていることから、平成24年度にここ

ろの思春期外来を設置し、外来診療を開始し

ました。 

 本年度は、児童・思春期医療の充実を図る

ため、専用病床を整備中でありますが、今月

中に改修工事を終了し、年明け２月１日に開

設予定であります。 

 １番であります。 

 児童・思春期専用病床についてでありま

す。 

 児童・思春期専用病床とは、どのような病

床かと申しますと、児童・思春期の精神疾患

患者に対して、家庭、学校関係者等との連携

も含めた体制のもとに、医師、看護師、精神

保健福祉士等による集中的かつ多面的な治療

が計画的に提供される病床であります。 

 (1)県内の開設状況ですが、民間病院で入



第５回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成29年12月８日) 

 - 15 - 

院病床を持っているのは２施設で、向陽台病

院と希望ヶ丘病院であります。 

 (2)開設する専用入院病床の概要ですが、

箇条書きの３番目記載のとおり、病床数20

床、対象患者はおおむね13歳から19歳の中学

生から高校生を中心としております。 

 ２番、今後のスケジュールであります。 

 平成29年12月18日に改修工事を終了し、平

成30年２月１日の開設を予定しております。 

 病院局からは以上であります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑ありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 第７次保健医療計画の中

で、看護師の養成等の話も県内への定着の話

も出てたかというふうに思います。 

 現在、県内で、看護師さんの養成数という

のは、約7,000名以上いくと思うんですけれ

ども、年間に養成されている数が。その中

で、県のほうで、今まで県内就職をされる率

が高ければ、それに対するインセンティブの

話もあっておりまして、それも実際されてい

るというふうに思うんですけれども、そうい

う中で、現在、県内を卒業された看護師の方

が、実態として県内定着がどの程度いるの

か。そして、先ほど言った健康福祉部のほう

で、その施策の中で、県内就職率が高いとこ

ろへのインセンティブを出していると思うの

で、それを出したことによって定着率は上が

っているのか、それとも変化がないのか、そ

の付近を教えていただければと思います。 

 

○松岡医療政策課長 今看護師の定着状況で

ございます。ちょっとここ数年の推移を申し

上げます。 

 平成24年３月卒で県内就業率でございま

す。52.7％。それから尐しずつ上がってきて

おりまして、最近の数字で申し上げますと、

29年３月卒、約６割弱となっております。 

 いわゆるこのインセンティブの話でござい

ますが、看護師の場合には、県で修学資金を

貸与しているんですね。大体１年間150人ぐ

らいをずっと貸して、いわゆる県内200床未

満の医療機関に５年間勤務をすると返還が免

除をされるということでございます。 

 それで、非常にこの制度古くからやってい

るわけですけれども、昭和、多分30年代から

の制度だと思いますが、やはり医師もそうな

んですけれども、熊本市いわゆる都市部への

集中というのは看護師も同じでございまし

て、地域の医療機関に対しては、なかなか、

求人するけれども人が来ないというような声

は多数聞いているところでございます。 

 修学資金、非常に、県内のしかも地域に誘

導していく、まず県外に出ていくのをとめ

て、なおかつ地域に誘導するというところの

２つの大きな目的があるわけですけれども、

県内に引きとめるという部分については、効

果は尐しずつ──まあ、ほかの取り組みも重

ねてやっているから上がってるということだ

と思うんですが、ただ、それにしても、地域

にはなかなか行っていただけない。県内の地

域間格差というのは、なかなか解消し切れな

いというのが実情かと思っています。 

 

○藤川隆夫委員 今の修学資金の助成に関し

てはわかりましたけれども、学校に対して

も、たしかインセンティブが出てたというふ

うに思うんですよね。養成する養成所に関し

て、定着率が何割以上だったら、それなりの

インセンティブな話があったと思うんですけ

れども、それはなかったかな。あったと思っ

たんですけど。 

 

○松岡医療政策課長 運営費補助について

は、済みません、後ほどまた整理をして、ち

ょっと手持ちにデータがございませんので。 
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○藤川隆夫委員 だから、それをやったこと

によって、学校側が、結局学生に対して、県

内に残りなさいよということを一生懸命言う

と思うんですよ。そのことによって、どの程

度あったかなという質問だったんです、さっ

きんとは。ただ、先ほどおっしゃったよう

に、ここに修学資金を出して、それによって

定着率が上がってきているのは、それは確か

にそのとおりで、やっぱり尐しずつよくなっ

ていると思うので、これは続けてもらわなき

ゃいけない。だけど、学校に対するものも、

運営費補助を出している部分に関しても、や

っぱりこれをきちっとやることによって、学

校側もそれに努力をするという部分があるの

で、それもあわせて、引き続きやっぱりやっ

ていったほうがいいだろうなというふうに思

っているので、ちょっとその付近の話をあわ

せて後で聞かせてください。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 国民健康保険の運営方針の

策定ですね。これまさに県と市町村が一体と

なってつくり込んでいくんでしょうけれど

も、そのプロセスというか、市町村から意見

聴取したり、どういうことを経て、こういう

方針ができていくのかということが１つと、

もう一つは、簡単に県内市町村といっても、

市町村の財政規模、人口、考え方、まあそれ

ぞれあって、非常に震災のときも、その辺浮

き彫りになりましたけれども、大変だと思う

んですけれども、そのあたりの調整をやって

いく中で、気をつけていることというか、ど

ういうことがあるのか、ちょっと教えてくだ

さい。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 今御質問をい

ただきましたとおりに、県と市町村がそれぞ

れ保険者となって、役割分担しながら、来年

度４月からは共同運営をしていくということ

でございますので、その基本的な方針となり

ます国民健康保険運営方針の策定につきまし

ては、市町村の御意見を十分聞く機会をとり

ながら進めておりまして、平成27年から準備

を行っておりまして、これまで約50回以上い

ろんな会議を開きながら、市町村の御意見を

聞きながら進めているところでございます。

 また、あわせまして、市町村長さんたちに

対しましても、町村会、市長会の場をおかり

しまして御説明もしておりますし、必要な場

合には、先日も上益城郡とかそういったとこ

ろでの首長さんたちのお集まりに行ってお話

しさせていただきましたり、個別に要請があ

れば、出ていって御説明をし、御理解をいた

だくようにしているところでございます。 

 それと、２点目なんですけれども、おっし

ゃるとおり、非常に熊本県におきましては、

医療費の格差が市町村で約1.92倍と、２倍近

くございます。また、所得の格差も非常に大

きいといった中で、今回の国民健康保険制度

の改革におきましては、市町村同士が支え合

うというようなことになりますので、どうし

ても医療費水準が高い市町村、それから所得

水準が高い市町村につきましては保険料が上

がってしまいがちになります。 

 ここにつきましては、まずは、この制度

が、国民皆保険を守る、国保が最後のとりで

だと、市町村同士の支え合いを今していかな

いと、将来的には、非常に崩壊といいます

か、厳しい状態になるのだということで、ま

ず、その制度の趣旨を御理解いただくように

努めております。 

 それから、この制度改革によりまして、所

得水準が高い市町村につきましては、自然増

より上がる部分がどうしても出てまいります

ので、その分につきましては、激変緩和措置

を行いまして、自然増におさめるといったよ

うな取り組みもしておりまして、できるだけ

皆様方が支え合うことができる、かつ、公平
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な形になるように、その辺については、部会

を設置したり、それぞれ御意見を聞いたりと

かしながら、いろんな御意見を反映させるよ

うな形で、仕組みを今つくっているところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員 この制度改革は、多分大き

な何か歴史的な改革になるんじゃないかなと

いうふうに感じているんですよね。それで大

変な御苦労があると思いますけれども、我々

議会も、やっぱりしっかりそこの中身を理解

をしてわかっとかないと、後々、今度は市町

村から、あのときにはこういうふうなところ

が配慮が足りなかったとかという可能性も大

いにあるのかなと思うので、小まめにまた情

報提供をいただければというふうに思いま

す。 

 続けていいですか、もう１点。済みませ

ん。 

 膨大な、きょう報告なので、ちょっと目に

ついたところだけしか触れてないんですけれ

ども、31ページの熊本県障がい者計画（中間

見直し）のところで、手話言語条例の制定に

向けた取り組みというのが出ているんですよ

ね。中間見直しの右側の自殺対策の推進のと

ころの最後の丸書きのところの丸の中に、手

話言語条例の制定に向けた取り組みというの

が出てきているんですが、これまでは、これ

に向けた取り組みというのはなかったように

私は記憶をしていて、何度か私も、他県が議

員提案条例とかでやったりしてたので、その

都度執行部ともお話をしながら、手話の対策

については、一生懸命県も取り組んでいるの

で、条例制定までは必要ないのかなというニ

ュアンスで私もずっと受けてきたんですが、

ここにこういうふうな条例制定に向けたとい

うふうに上がってきたのは、いろいろな団体

から要望があったのか、どういう議論を経

て、ここにこういうふうに明記をされたの

か、教えていただきたいと思います。 

 

○奥山障がい者支援課長 今回、第５期障が

い者計画の中に手話言語条例の策定に向けた

検討というのを入れさせていただいておりま

す。これは、各障害当事者団体の方々と意見

交換をする中で、強く要望があったものでご

ざいますのと、全国的にも、現在、手話言語

条例の制定に向けた各県の動きというものが

進んできておりますので、本県においても、

手話言語条例の制定に向けた検討を進めると

いうことで、今回新たに記載させていただい

たものでございます。 

 

○溝口幸治委員 ということは、条例制定に

向けて、もう本格的に動き出すというふうに

理解していいですね。 

 

○奥山障がい者支援課長 まずは、県として

も、手話言語条例について勉強をしていかな

いといけないと思っております。その点をま

ずは進めていくのとともに、各関係団体、い

ろいろ御意見ございますので、そちらも、こ

れから御意見を聞きながら、手話言語条例の

制定に向けた検討を行っていくということで

ございます。 

 

○溝口幸治委員 関係団体は、以前からつく

ってくださいと言っているんですよ。だか

ら、この条例については、多分反対する団体

はないんだろうと思いますけれども、どうせ

つくるなら、他県でもできてますから、他県

のいいところをしっかり吸収して、熊本なら

ではみたいな条例になることを望んでおりま

すので、もうこれ以上は結構です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 委員長、ちょっとよかです

か。済みません。 
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 もう皆さんなければ、ちょっと提案なんで

すけれども、このままいくと、この今説明を

受けた計画とかというのは、２月の議会のと

きに、また報告があってやっていくんです

が、どれも大事な計画なんですよね。ですか

ら、委員長と副委員長、しっかりここは執行

部とも調整をいただいて、２月の議会の間に

も時間をとって、しっかり議論をする時間を

ぜひつくっていただきたいと思います。 

 きょうも、９本もあるので、皆さん遠慮し

て、詳しくはこっち見てくださいみたいな説

明ですけれども、やっぱりこれだけの計画

を、２月にどんとまたこういう形で出てき

て、議論をするのはやっぱりなかなか大変だ

と思いますので、そこは委員長と副委員長と

しっかりハンドリングしていただいて、執行

部と打ち合わせしていただいて、時間の確保

をお願いしておきたいと思います。 

 

○田代国広委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 ここで私のほうから１つ御提案がございま

す。 

 さらなる委員会活動の活性化に向けた取り

組みの一つとして、常任委員会ごとに、１年

間の常任委員会としての取り組みの成果を、

２月定例会終了後に県議会のホームページで

公表することとしております。 

 ついては、これまで各委員から提起された

要望、提案等の中から、執行部において取り

組みの進んだ項目について、私と副委員長で

取り組みの成果(案)を取りまとめた上で、２

月定例会の委員会で委員の皆様へお示しし、

審議していただきたいと考えておりますが、

よろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 次に、その他で委員から何かございません

か。 

 

○山本伸裕委員 国保の保険料の試算のこと

でお尋ねしたいんですけれども、第３回目の

試算結果ですね。全国の都道府県でもかなり

公表されてますけれども、私が見た範囲で

は、熊本県が一番安いんですよね。しかも、

ずば抜けて安いんですよ。これ、何か特別な

激変緩和で熊本が頑張ったとかなんか、そん

な秘密があるんですか。 

 

○早田国保・高齢者医療課長 第３回の試算

の結果は、今おっしゃいましたとおりに、28

年度の本来必要な保険料と比べて下がってる

というふうな結果になっております。 

 それにつきましては、国のほうが示した試

算、計算方式といいますか、それと、これま

で市町村と協議いたしました算定方式に従っ

て、29年度に導入されたと仮定した場合のシ

ミュレーションで、計算方式を使ったのは同

じなんですけれども、データが結局古いとい

いますか、29年度に導入された場合というこ

とですので、例えば、医療費水準も、29年度

の推計、所得水準は、27年の所得とかを使用

した結果、ああなったというか、結果的にあ

あいう形になって、実際下がったというふう

にはなっております。 

 ただ、現在、30年度の納付金と標準保険料

の算定を行っておりますが、こちらは、30年

度に導入されたと、30年度の保険料というこ

とになりますので、試算と違いまして、所得

水準も29年度とか28年度の所得を使っており

ますし、医療費の伸びというのもございます

ので、まだ計算途中ではございますが、やは

り医療費が伸びてる分、保険料は上がるとい

うような結果になるだろうと。これについて

は、また今計算している途中でございます

が、そのような形で上がるだろうというふう

に見込んでいるということでございます。 

 

○山本伸裕委員 わかりました。 
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 それで、県の試算の結果でも下がるという

お話だったですけれども、一般会計からの繰

り入れをしないと、被保険者の割合でいく

と、大体６割ぐらいが上がるんじゃないかな

というふうに自分は計算して思っているんで

すけれども、いずれにしても、やっぱり県の

ほうも激変緩和というようなことで取り組ん

でいかれるんだと思うんですが、ただ、やっ

ぱり激変緩和ということは、だんだんだんだ

ん上がっていくというようなことも含めて、

そういう流れだというようなこともあります

し、厚生労働省のほうが、実施主体は市町村

だから、市町村で何か配慮をしてくれという

ようなことを求めているという、これはちょ

っと矛盾じゃないかと思うんですよね。最初

は、一般会計、法定外繰り入れしなくてもい

いような方向だというふうに言ってたのに、

配慮してくれというのはちょっとおかしいな

と。 

 だから、先ほどお話があったように、やっ

ぱり持続可能な国民皆保険制度を守るという

点では、やっぱり国のほうでちゃんと責任を

持って、財政的なしかるべき支援も含めてや

ってくださいというようなことは、ぜひ声を

上げるべきじゃないかというふうに思います

ので、これは要望として。 

 

○髙島和男委員 化血研についてちょっとお

尋ねしたいと思います。 

 先般の５日の藤川先生の質問、そして過去

には鎌田先生の質問、そしてまた、この委員

会でも議論があったと思うんですけれども、

この前の答弁によりますと、県外大手49％、

そして県内の企業連合49％、そして県が２％

出資をするという新会社をつくるといったお

話だったと思います。 

 事の性質上、水面下でずっと継続した交渉

といいますか、やりとりがあったかと思うん

ですけれども、私からすると、この２％の出

資というお話は、やや唐突な感は否めないわ

けでございまして、そういった中で、12日で

すか、評議員会があるということで、そこを

きっかけにオープンになってくると思うんで

すが、ここに至る経緯というもの、県が出資

をするということに至った経緯を、話せる範

囲の中で結構でありますので、ぜひお示し、

お話をいただきたいと。 

 

○渡辺政策審議監 化血研の事業譲渡につき

ましては、現在、化血研のほうで具体的な検

討を進めていらっしゃいまして、その検討に

当たりましては、関係企業等との秘密保持の

契約内容を結んだ中での検討をされておると

いうところで、ちょっと具体的なお話、なか

なかお話しできるところはございませんけれ

ども、知事が先日答弁しましたとおり、その

化血研の方針が定まった段階で、県として、

雇用、拠点、そういったものを守るために何

ができるのか、そういったことをきちんと検

討して、具体的に議会のほうと御相談してい

きたいというふうに思っております。 

 

○髙島和男委員 なかなかお話ができないと

いうのは、非常にわかるんですけれども、こ

の化血研の問題というのは、知事のお言葉を

かりると、化血研は、そもそも長期にわたっ

て、組織的に薬事制度の根幹にかかわる問

題、不正があったということが、この化血研

の譲渡のきっかけであるということで、そう

いった企業が譲渡されることに対して、県民

の中には、県が出資することに対して、な

ぜ、どうしてというような考え方があるや

も、私はしれないなというふうに思っておる

んです。 

 そういった中で、今の答弁では、知事も議

会に相談をするというようなお話だったと思

うんですが、もちろん我々にも相談していた

だきたいんですけれども、県民に対して、こ

ういう理由なんですよというようなことを、

もう尐しやっぱり今後明確に説明する必要が
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あるんじゃないか、機会を設ける必要がある

んじゃないかと思うんですが、そういったこ

とに関してはどうお考えでしょう。 

 

○渡辺政策審議監 これまでも、化血研の事

業の意義なり、いろいろな高い研究開発を持

っているとか、そういったこともお示ししな

がら、県にとっては、非常に大事なやっぱり

守っていくべきものを持っている、今後、将

来の発展に向けて守っていくものがあると、

そういったことも知事から申し上げておりま

すけれども、その辺を含めまして、改めて、

県民の皆さんの御理解をいただけるように、

きちんと説明をする必要があるとは思ってお

ります。 

 

○髙島和男委員 ぜひ、そういった機会はつ

くるべきだろうと私も思います。知事は、雇

用の確保を含めた３つの原則と、こういうこ

とで、日ごろから、この化血研の問題に関し

てはおっしゃっていらっしゃいました。 

 今後、あってはいかぬのですけれども、こ

ういったケースがないとも限らぬわけであり

まして、こういった場合に、当然、そのケー

ス・バイ・ケースだろうと思うんですけれど

も、一定の何らかの基準というかルールとい

うか、そういったものを設けておくというか

議論をしておく必要があるんじゃないかなと

私は思うんですね。懸念をしておりますの

で、これは部横断的になると思うんですけれ

ども、ぜひ、これを機会に、こういったとき

にはどうしようかというような、危機管理じ

ゃないですけれども、対応をぜひ議論をして

いただきたいと思います。要望です。 

 

○田代国広委員長 要望でいいですね。 

 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 １点いいですか。 

 実は、感染症、特にＳＡＲＳだとかエボラ

出血熱、さまざまな感染症の場合に、実は、

市民病院が、ある程度の基幹病院の役割を果

たしていたと思うんですよね。 

 現在、市民病院がああいう状況になってお

ります。それで、そういうふうなことが起こ

った場合に、現在、対応も恐らく考えてらっ

しゃると思うんですけれども、どのような対

応でやっていこうというふうに考えて、基幹

病院としては、どの付近を設定されているの

かも、もし考えられているなら教えてくださ

い。 

 

○厚地健康危機管理課長 感染症法に基づき

ます１類感染症に関しての病院になっており

ますけれども、こういった患者が発生したと

きには、福岡県と鹿児島県のそれぞれの病院

に搬送するということで、これは決めており

ます。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。ということ

は、熊本で発生した場合には、今言ったよう

に福岡か鹿児島に送るという話ですよね。 

 

○厚地健康危機管理課長 １類の場合。 

 

○藤川隆夫委員 １類でしょう。県内で、そ

ういうような医療機関の設定というのは、現

時点では考えられてない、市民病院が立ち上

がるまでは。 

 

○厚地健康危機管理課長 １類の下に２類ご

ざいますけれども、２類は、各圏域ごとにそ

ういった病院もございますので、それぞれの

圏域ごとの基幹病院のほうに運ぶということ

にしてございます。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 

○鎌田聡委員 済みません、お尋ねします。 
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 インフルエンザのワクチンが不足をしてお

りまして、私も、この前打ちに行ったけれど

も断られましたが、今後の見通しといいます

か、それをちょっと教えていただきたいと。 

 

○厚地健康危機管理課長 厚生労働省により

ますと、ことしの冬のインフルエンザシーズ

ンの全国のワクチンの供給予定量が約2,634

万本でございまして、これは昨年の使用量を

８万本ほど下回る見込みでございます。ちな

みに、これ人口で案分いたしますと、本県で

は、1,000人程度足りないというような状況

でございます。 

 厚生労働省は、13歳以上の者に対して、原

則、１回接種をするようにというようなこと

と、あと、ワクチンを効率的に活用するとい

うようなことを徹底するということにしてお

りまして、こういうことができますと、昨シ

ーズンと同等程度の接種者を確保できるとい

う見方を示しておりまして、本県におきまし

ても、市町村や医療機関に対して、周知徹底

を図っているところでございます。 

 なお、ワクチンの供給時期につきまして、

当初はワクチン製造株を変えたと。国の指示

により、ワクチンを製造する会社に対して、

ワクチン製造株を、当初示していたものが十

分な量ができないというのがわかったもので

すから、その製造の株を変えたということの

影響によりまして、一部のメーカーで例年よ

り出荷がおくれておりまして、一部の医療機

関では、ワクチンの確保が困難な状況にある

というふうにありますけれども、これは12月

以降、順次出荷ができる予定ということでご

ざいまして、供給の総量に影響はないという

ようなことでございます。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、しばらくすると入っ

てくるということでいいんですかね。 

 

○厚地健康危機管理課長 はい。国はそうい

う見込みでございます。 

 なお、日本脳炎ワクチンでありますとかＭ

Ｒワクチンで同様なことがございましたとき

に、県といたしまして、卸業者さん、あるい

は医療機関、そういったところの需給の調査

をいたしまして、その状況を提供したりして

おりました。必要があれば、こういったこと

もやっていきたいというふうに考えておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 はい、わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしまし

た。 

 これをもちまして、第５回厚生常任委員会

を閉会いたします。 

  午前11時17分閉会 
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